
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
厚生労働省は、毎年 12 月を｢職場のハラスメント

撲滅月間｣と定め、ハラスメントのない職場づくりを

推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施して

います。 

 ハラスメントとは、相手の意に反した言動等によ

り相手に不快を与える嫌がらせ行為をいいます。性

的な嫌がらせ行為であるセクシュアルハラスメン

ト、職場での優位性をふりかざすパワーハラスメン

トのほか、妊娠や出産に関するマタニティハラスメ

ント等、様々なハラスメントがあります。 

職場のハラスメントは、企業にとっても職場秩序

の乱れや貴重な人材の損失、社会的評価にも悪影響

を与えるなど大きな問題となりかねません。また、

職場内でのハラスメントだけでなく、就職活動中の

学生などの求職者やインターンシップ、教育実習生

などへのハラスメントなどにも積極的に取り組むこ

とが望まれます。 

 

◆職場のパワーハラスメントとは 

令和４年４月から、パワハラ防止措置がすべての

企業で義務化されました。 

職場におけるパワーハラスメントは、職場におい

て行われる、①優越的な関係を背景とした言動であ

って、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より、③労働者の就業環境が害されるもの であり、

①から③までの 3 つの要素をすべて満たすものをい

います。 

 

◆職場のセクシュアルハラスメントとは 

職場におけるセクシュアルハラスメントとは、

「職場」において行われる「労働者」の意に反する

「性的な言動」により、労働者が労働条件について

不利益を受けたり、就業環境が害されることをいい

ます。「職場」とは、労働者が通常働いているとこ

ろはもちろん、出張先や実質的に職務の延長と考え

られるような宴会なども職場に該当します。また、

「労働者」とは、正社員だけではなく、契約社員、

パートタイム労働者など、契約期間や労働時間にか

かわらず、事業主が雇用するすべての労働者をいい

ます。 

12 月は忘年会のシーズンでもありますが、飲み会

が職場と見なされるケースもあります。 

 

 

 
 

◆最高裁の違憲判断 

 性同一性障害の人の性別変更をめぐり、最高裁は

10月 25日、生殖能力をなくす手術を義務付ける性同

一性障害特例法の規定について、憲法 13条に違反し

無効であるとの判断を示しました。 

 今回の裁判は、トランスジェンダーの女性が手術

なしでの性別変更を認めるよう申し立てたもので

す。手術は身体的苦痛等が伴うものであり、特例法

により「手術をするか、性別を変更するか」という

選択を強いられることが、個人の尊重や法の下の平

等などを保障した憲法に違反すると訴えていまし

た。 

 今回の決定により、2019年に合憲とした最高裁判

断は変更され、国は特例法の見直しを迫られること

になりました。 

12 月は「職場のハラスメント撲滅月間」

です 

性同一性障害、性別変更要件に 

違憲判決 
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◆性同一性障害や多様な家族の在り方への社会的理

解 

近年、多くの自治体でパートナーシップ制度（婚

姻していない２人が生活上のパートナーであること

を届け出ることにより、ともに生活をするパートナ

ーであることを証明する制度）が設けられていま

す。当初は同性カップルを念頭に置いた制度でした

が、現在では異性カップルも対象とするのが一般的

になり、性同一性障害の人たちの利用も考慮されて

います。さらには、子または親など近親者を対象に

含める事例（ファミリーシップ制度）などもあり、

多様な家族の在り方に関する社会的状況は大きく変

化しています。 

それぞれの職場においても、性同一性障害を含む性

的マイノリティの人たちの権利について、理解を深

めることが望ましいといえるでしょう。 
 

 

 
 

厚生労働省は、10 月 17 日、事業者、労働者、産業

医、健康診断実施機関および健康診断の実施に関わる

医師等に、リスクアセスメント対象物健康診断の趣

旨・目的を正しく理解し、その適切な実施が図られる

よう、基本的な考え方と留意すべき事項を示した「リ

スクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラ

イン」を策定し、公表しました。 

 

◆「リスクアセスメント対象物健康診断」とは？ 

事業者による自律的な化学物質管理の一環として、

労働安全衛生規則の改正により設けられたものです

（令和６年４月１日施行）。この健康診断は、リスク

アセスメント対象物を製造し、または取り扱う業務に

従事する労働者を対象とする新たな健康診断です。 

 

◆概 要 

事業者は、リスクアセスメント対象物による健康障

害の防止のため、リスクアセスメントの結果に基づき、

関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、

医師または歯科医師（医師等）が必要と認める項目に

ついて、医師等による健康診断を行い、その結果に基

づき必要な措置を講じなければなりません（義務）。 

また、事業者は、一定の業務に従事する労働者が、

濃度基準値を超えてリスクアセスメント対象物にば

く露したおそれがあるときは、速やかに、医師等が必

要と認める項目について、医師等による健康診断を行

い、その結果に基づき必要な措置を講じなければなり

ません。 

例えば、①漏洩事故等により、濃度基準値がある物

質に大量ばく露した場合や、②呼吸域の濃度が、濃度

基準値を超えていることから、工学的措置の実施また

は呼吸用保護具の使用等の対策を講じる必要がある

にも関わらず、必要な呼吸用保護具を使用していない

ことが判明した場合などに該当する状況が生じた場

合などで、労働者が濃度基準値を超えてばく露したお

それがあることから、速やかにリスクアセスメント対

象物健康診断を実施する必要があるとしています。 

 

◆健康診断の費用負担 

リスクアセスメント対象物健康診断は、業務による

健康障害発生リスクがある労働者に対して実施する

ものであることから、その費用は事業者が負担しなけ

ればならないとしています。派遣労働者については、

派遣先事業者が費用を負担することになります。 

 
【厚生労働省「リスクアセスメント対象物健康診断に関

するガイドラインの策定について」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35778.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「リスクアセスメント対象物健康診断

に関するガイドライン」が策定されました 
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